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◎ シリーズ  the  グリーン購入 vol. 5 『ファイル』 

 

【ちょっと待って、「グリーン購入」って？】 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、環境を考慮し、必要性をよく考え、環

境への負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入することです。 

杉戸町では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」いわゆる「グリー

ン購入法」が施行されたことを受け、町での運用管理を推進し、全庁が一体となった環境

物品等の調達を目指すため、「第 2次杉戸町環境保全率先実行計画」（平成 20年 3月策

定）において、町が特に調達を推進する物品等の品目やその調達目標を定めた「杉戸町グ

リーン購入ガイドライン」により、取組の更なる推進を図っています。 

 

【改めまして、『ファイル』の選び方です】 

このシリーズでは、町の「グリーン購入ガイドライン」の内容と共に、国による「地方公共

団体におけるグリーン購入取組ガイドライン」の内容も紹介いたします。 

内容に若干の差異が生じることもございますが、各部署、出先施設・機関では、原則とし

て、町の「グリーン購入ガイドライン」に準じるものを推進しています。 

 

 

≪第 2 次杉戸町環境保全率先実行計画「杉戸町グリーン購入ガイドライン」より抜粋≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目名 着眼点 判断の目安及び判断の基準 

ファイル【穴を開けて閉じ

る各種ファイル（フラットフ

ァイル、チューブファイル、

ドッチファイル、レターファ

イル）、穴を開けずに閉じ

る各種ファイル（クリアーフ

ァイル、クリアーフォルダ

ー、レバーファイル、板ば

さみ、個別フォルダー、ボ

ックスファイル）】 

・ 再生プラスチックの使用 

・ 間伐材等の使用 

・ 再生紙の使用 

・配慮 5 

製品の包装は、再生利用の容

易さ、廃棄時の負荷低減に配

慮されていること。また、包装

材の回収及び再使用又は再

生利用システムがあること 

・配慮 10 

木製品については、県産木材

使用のものの検討を行うこと。 

・エコマークがついているもの。

（マークの下に「プラスチック

の再利用」、「間伐材の再利

用」、「廃木材の再利用」、

「低位利用木材の再利用」、

「間伐材・小径材の利用」、

又は、「古紙パルプ配合率」

と書かれている。） 

・上記を満たさないものについ

ては、国の｢環境物品等の

調達の推進に関する基本方

針｣の「判断の基準」を満た

すものであること。 
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≪環境省発行「小規模地方公共団体のためのグリーン購入ガイドライン」より抜粋≫ 
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【豊かな時代だからこそ、考えるべきコトがある…】 

人の暮らしにはモノが溢れています。そこで、生活を見直し、モノ選びも見直す。自分が

どれだけ買って、どれだけ使っているのか？それが環境にどのような影響が

あるのか？…を知ることによって、環境に貢献しよう…というのが「グリーン

購入」の主旨です。 

杉戸町では、積極的に「グリーン購入」を実践（環境配慮製品を購入）し、

住民・事業者の皆様への率先垂範を目指しています。 

 
 


